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村
上
知
行
は
満
洲
事
変
以
前
に
北
京
に
渡
り
、
日
本
が
敗
戦
を
迎
え
て
一
九
四
六
年
に
引
揚
げ
る
ま
で
の
一
〇
年
以

上
を
同
地
で
暮
ら
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
中
国
研
究
家
、
翻
訳
家
で
あ
る
。

　
村
上
の
最
初
の
著
書
は
、
北
京
の
出
版
社
で
あ
る
東
亜
公
司
か
ら
発
行
さ
れ
た
、『
北
平
　
名
勝
と
風
俗
』（
一
九
三

四
年
九
月
一
八
日
発
行
）
で
あ
る
。
本
書
は
、
村
上
自
身
が
「
序
」
で
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
北
京
案
内
記
」
で
あ

る
と
同
時
に
「
北
京
に
関
し
て
の
随
筆
」
と
し
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
本
書
の
特
色
は
む
し
ろ
こ
の
随
筆
の
部
分
に
表

れ
て
い
る
。
中
国
の
か
つ
て
の
封
建
制
に
対
す
る
批
判
や
、
日
本
や
西
洋
の
帝
国
主
義
に
対
す
る
批
判
、
ソ
ビ
エ
ト
に

対
す
る
見
解
な
ど
、
当
時
の
中
国
と
中
国
を
め
ぐ
る
国
際
社
会
に
対
す
る
認
識
が
示
さ
れ
て
お
り
、
村
上
知
行
の
「
原

点
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、『
北
平
　
名
勝
と
風
俗
』
を
と
り
あ
げ
、
村
上
の
最
初
期
の
思
想
の
一
斑
に
つ

い
て
明
ら
か
に
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

：

封
建
制
　
東
洋
と
西
洋
　
帝
国
主
義
　
ア
ジ
ア
主
義
　
中
国
の
民
衆



38

村上知行の中国観と帝国主義批判〈論文〉

は
じ
め
に

　
村
上
知
行
は
満
洲
事
変
以
前
に
北
京
に
渡
り
、
日
本
が
敗
戦
を
迎
え
て
一

九
四
六
年
に
引
揚
げ
る
ま
で
の
一
〇
年
以
上
を
同
地
で
暮
ら
し
た
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
、
中
国
研
究
家
、
翻
訳
家
で
あ
る
１

。

　
村
上
の
最
初
の
著
書
は
、
北
京
の
出
版
社
で
あ
る
東
亜
公
司
か
ら
発
行
さ

れ
た
、『
北
平
　
名
勝
と
風
俗
』（
一
九
三
四
年
九
月
一
八
日
発
行
）
で
あ
る
。

本
書
は
、
村
上
自
身
が
「
序
」
で
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
北
京
案
内
記
」

で
あ
る
と
同
時
に
「
北
京
に
関
し
て
の
随
筆
」
と
し
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
。

同
時
代
評
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
の
特
色
は
む
し
ろ
こ
の
随

筆
の
部
分
に
表
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
２

。
結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
、
中
国

の
か
つ
て
の
封
建
制
に
対
す
る
批
判
や
、
日
本
や
西
洋
の
帝
国
主
義
に
対
す

る
批
判
、
ソ
ビ
エ
ト
に
対
す
る
見
解
な
ど
、
当
時
の
中
国
と
中
国
を
め
ぐ
る

国
際
社
会
に
対
す
る
認
識
が
示
さ
れ
て
お
り
、
村
上
知
行
の
「
原
点
」
と
い

え
る
だ
ろ
う
３

。
本
稿
で
は
、『
北
平
　
名
勝
と
風
俗
』（
以
下
『
北
平
』）

を
と
り
あ
げ
、村
上
の
最
初
期
の
思
想
の
一
斑
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
そ
れ
で
は
、『
北
平
』
と
は
ど
の
よ
う
な
書
籍
か
、簡
単
に
み
て
お
き
た
い
。

日
本
語
に
よ
る
北
京
案
内
記
と
し
て
は
比
較
的
早
い
時
期
の
も
の
と
い
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
４

。
刊
行
さ
れ
た
一
九
三
四
年
当
時
、
租
界
が
あ
っ
た
天
津

に
比
べ
、北
京
に
住
む
日
本
人
の
数
は
多
く
な
か
っ
た
。
外
務
省
東
亜
局『
満

洲
及
中
華
民
国
在
留
邦
人
及
外
国
人
人
口
統
計
表
　
昭
和
九
年
十
二
月
末
現

在
』
に
拠
れ
ば
、
一
九
三
四
年
末
の
北
京
在
住
日
本
人
の
数
は
一
、
〇
七
六

人
、
天
津
が
六
、
〇
九
一
人
で
あ
り
、
北
京
は
天
津
の
お
よ
そ
六
分
の
一
強

で
あ
っ
た
５

。
こ
の
よ
う
に
日
本
人
が
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
時
期
に
本

書
は
執
筆
さ
れ
て
い
る
。

　
本
書
の
「
序
」
冒
頭
を
、
村
上
は
以
下
の
よ
う
に
書
き
起
こ
し
て
い
る
。

　
本
書
は
第
一
に
北
京
案
内
記
で
あ
る
。

　
第
二
に
北
京
に
関
し
て
の
随
筆
で
あ
る
。

　〔
中
略
〕

　
実
を
言
へ
ば
、
私
は
北
京
遊
歴
の
対
象
と
な
る
巨
大
な
古
き
建
築
な

ど
に
は
、
趣
味
を
持
つ
て
ゐ
な
い
。
私
が
日
常
最
も
心
し
て
眺
め
て
ゐ

る
も
の
は
、
北
京
の
民
衆
で
あ
る
。
彼
等
の
生
活
で
あ
り
、
習
慣
で
あ

り
、
思
想
で
あ
り
、
感
情
で
あ
る
。
如
何
な
る
虐
げ
の
下
に
も
屈
せ
ず
、

何
物
に
も
依
頼
せ
ず
、
泰
然
と
し
て
生
き
、
伸
び
、
殖
え
て
行
く
中
国

の
驚
く
べ
き
大
民
衆
の
一
断
片
た
る
北
京
の
、
特
に
中
流
以
下
、
下
層

社
会
の
民
衆
こ
そ
、
私
に
と
つ
て
は
驚
異
的
な
魅
力
な
の
だ
。
中
国
の

民
衆
に
比
ぶ
れ
ば
、
日
本
の
民
衆
な
ど
、
或
は
温む

室ろ

咲ざ

き
の
花
の
や
う

な
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
村
上
は
本
書
を
ま
ず
「
北
京
案
内
記
」
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
。
実
際
に
、前
半
で
は
主
に
北
京
の
代
表
的
な
観
光
名
所
を
取
り
あ
げ
、

見
ど
こ
ろ
や
行
き
方
等
に
つ
い
て
説
明
し
、
後
半
で
は
芸
能
や
風
俗
等
に
つ

い
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
筆
者
所
有
の
第
三
版
で
は
、写
真
一
六
枚
に
加
え
、

地
図
二
枚
（「
北
京
郊
内
名
所
」「
北
京
郊
外
名
所
」）
が
附
い
て
お
り
、
サ

イ
ズ
は
縦
一
八
二
ミ
リ
×
横
一
〇
〇
ミ
リ
、
二
五
九
・
〇
グ
ラ
ム
と
小
型
・

軽
量
で
持
ち
運
び
や
す
い
つ
く
り
と
な
っ
て
い
る
。

　
な
お
、『
北
平
』
は
、
初
版
刊
行
の
二
年
後
、
一
九
三
六
年
一
〇
月
一
日

付
で
再
版
さ
れ
た
。
さ
ら
に
二
年
後
の
一
九
三
八
年
五
月
一
日
、『
北
京
　

名
勝
と
風
俗
』
と
タ
イ
ト
ル
を
変
更
し
第
三
版
が
出
さ
れ
、
翌
一
九
三
九
年
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六
月
に
第
四
版
が
出
版
さ
れ
た
。
初
版
か
ら
第
四
版
ま
で
、
本
文
及
び
図
版

に
修
正
は
な
い
６

。
た
だ
し
、
折
り
畳
み
の
北
京
地
図
二
枚
（「
北
京
郊
内

名
所
」「
北
京
郊
外
名
所
」）
は
、
初
版
の
段
階
で
は
附
い
て
お
ら
ず
、
再
版

時
に
加
え
ら
れ
た
７

。
地
図
も
第
四
版
ま
で
修
正
は
な
い
。

　
ま
た
、本
書
で
は
「
北
平
」
と
「
北
京
」
が
混
在
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、

引
用
文
は
本
文
そ
の
ま
ま
の
表
記
に
従
い
、
地
の
文
で
は
混
乱
を
避
け
る
た

め
「
北
京
」
に
統
一
し
た
。
ま
た
、
引
用
文
は
、
漢
字
は
基
本
的
に
現
行
の

も
の
に
改
め
、か
な
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
。
ル
ビ
は
基
本
的
に
削
除
し
た
が
、

一
部
残
し
た
箇
所
が
あ
る
。
引
用
文
の
傍
点
は
原
文
の
ま
ま
で
あ
る
。

一
　
中
国
の
封
建
制
と
農
民

　
村
上
は
『
北
平
』
の
な
か
で
、
し
ば
し
ば
中
国
に
お
け
る
封
建
制
に
つ
い

て
言
及
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
第
二
章
　
白
塔
に
の
ぼ
り
て
」
の
な
か
で
、

白
塔
か
ら
な
が
め
た
景
山
（
紫
禁
城
の
北
側
に
あ
る
人
工
の
山
）
に
つ
い
て

解
説
し
て
い
る
。
そ
こ
で
自
殺
し
た
明
朝
最
後
の
皇
帝
、
崇
禎
帝
に
つ
い
て

「
無
造
作
に
人
民
か
ら
棄
て
ら
れ
た
『
中
国
の
天
子
』」（
三
九
頁
）
と
し
た

上
で
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
中
国
で
は
春
秋
の
時
代
ま
で
神
権
、
及
び
貴
族
政
治
が
続
き
、
秦
よ

り
清
に
至
る
ま
で
の
、
驚
く
べ
き
長
い
期
間
に
亙
り
、
封
建
的
専
制
王

権
が
つ
ゞ
い
た
。
さ
う
し
た
制
度
的
無
変
化
の
間
に
中
国
古
代
の
学
問

的
遺
物
に
は
、
思
ふ
存
分
箔
が
つ
け
ら
れ
、
箆
棒
に
勿
体
な
い
も
の
と

さ
れ
、
中
国
の
天
子
に
対
し
て
も
い
ろ
〳
〵
と
抽
象
的
な
解
釈
が
加
へ

ら
れ
て
仕
舞
つ
た
。
左
様
な
中
国
の
学
問
を
、
東
洋
文
化
の
粋
だ
な
ど

と
買
被
ら
な
い
や
う
に
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
三
九
頁
。
傍
線
引
用
者
、
以
後
同
。）

　
ま
ず
、
春
秋
時
代
ま
で
の
神
権
、
貴
族
政
治
と
、
そ
の
後
の
「
封
建
的
専

制
王
権
」
が
続
い
た
こ
と
に
よ
り
、「
中
国
古
代
の
学
問
的
遺
物
」
と
「
中

国
の
天
子
」
に
は
実
態
を
超
え
た
価
値
が
付
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
村
上
は
い

う
。
こ
こ
で
い
う
「
中
国
古
代
の
学
問
的
遺
物
」
と
は
、
史
跡
や
文
物
な
ど

だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
生
み
出
す
基
盤
と
な
っ
た
思
想
や
哲
学
を
指
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
封
建
的
専
制
王
権
」
の
み
な
ら
ず
、
そ

れ
を
支
え
た
「
中
国
の
学
問
」
に
対
し
、
厳
し
い
表
現
を
用
い
て
批
判
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
説
は
、『
北
平
』
の
他
の
い
た
る
と
こ
ろ

に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
ら
に
、
右
の
引
用
に
続
き
、「
中
国
の
天
子
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

　
中
国
の
天
子
と
は
、
簡
単
に
言
へ
ば
天
の
代
理
人
だ
と
い
ふ
の
だ
。

だ
が
、
中
国
人
の
所
謂
天
な
る
観
念
は
、
宗
教
的
に
も
徹
底
せ
ず
、
科

学
的
に
も
徹
底
し
な
い
、
頗
る
曖
昧
な
も
の
だ
。
さ
う
し
た
天
の
代
理

人
た
る
中
国
の
天
子
は
、
百
姓
が
仮
令
災
害
に
犯
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は

天
が
し
た
こ
と
だ
と
空
嘯
い
て
ゐ
ら
れ
る
し
、
同
時
に
中
国
の
天
子
は

天
の
代
理
人
だ
か
ら
天
に
対
し
祭
祀
の
責
任
を
尽
し
て
置
け
ば
、
百
姓

な
ど
如
何
な
憂
目
に
泣
か
せ
て
も
、
誰
も
文
句
を
言
ひ
出
す
訳
に
行
か

な
い
。
凡
そ
天
下
に
中
国
の
天
子
ほ
ど
勝
手
な
、都
合
の
好
い
地
位
は
、

ま
た
と
な
い
で
あ
ら
う
。
だ
し
に
使
は
れ
た
『
天
』
こ
そ
好
い
災
難
で

あ
る
。
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斯
様
な
中
国
の
天
子
が
、
民
衆
か
ら
棄
て
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
不
思
議

は
な
か
ら
う
。
景
山
は
さ
う
し
た
意
味
で
『
中
国
の
天
子
』
の
正
体
を

曝
露
し
た
記
念
の
遺
址
で
あ
る
。

（「
第
二
章
　
白
塔
に
の
ぼ
り
て
」、
三
九
―
四
〇
頁
）

　「
中
国
人
の
所
謂
天
な
る
観
念
」
は
「
頗
る
曖
昧
な
も
の
」
で
あ
る
た
め
、

「
代
理
人
」
で
あ
る
「
天
子
」
も
曖
昧
で
、
そ
れ
ゆ
え
「
百
姓
」
に
対
し
責

任
を
持
た
な
か
っ
た
と
村
上
は
い
う
。
そ
し
て
続
け
て
、「
斯
様
な
中
国
の

天
子
が
、
民
衆
か
ら
棄
て
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
不
思
議
は
な
か
ら
う
」
と
述
べ

る
。
こ
こ
に
は
、「
民
衆
」
に
責
任
を
持
た
ず
大
切
に
し
な
い
権
力
者
は
、「
民

衆
」
か
ら
見
捨
て
ら
れ
て
当
然
だ
と
い
う
考
え
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
敷
衍

す
れ
ば
、
崇
禎
帝
の
み
な
ら
ず
中
国
の
王
朝
は
、
民
衆
か
ら
棄
て
ら
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
滅
亡
し
て
き
た
と
い
う
考
え
が
看
取
で
き
よ
う
。
村
上
は
『
北

平
』
以
降
、
こ
の
民
衆
が
権
力
者
を
動
か
す
と
い
う
考
え
方
を
よ
り
強
化
し

て
い
く
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
。

　
ま
た
、「
第
四
章
　
祭
祀
の
遺
址
」
で
は
、
天
壇
に
つ
い
て
説
明
し
つ
つ
、

「
中
国
古
来
の
重
農
思
想
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

中
国
古
来
の
重
農
思
想
は
極
め
て
階
級
的
な
も
の
で
あ
り
、
農
を
愛
す

る
た
め
の
重
農
で
な
く
、
搾
取
、
剥
削
の
た
め
の
重
農
で
あ
つ
た
。『
君

子
ハ
礼
を
務
メ
、
小
人
ハ
力
を
尽
ス
』
と
か
、『
君
子
ハ
心
を
労
シ
、

小
人
は
力
を
労
ス
』
と
か
、
さ
う
し
た
金
箔
燦
爛
た
る
文
句
も
、
中
味

を
解
剖
し
て
み
れ
ば
欺
瞞
の
口
実
で
あ
る
。
中
国
で
言
ふ
君
子
を
礼
義

廉
恥
の
実
践
者
で
あ
る
な
ど
と
、
新
井
白
石
ま
が
ひ
に
考
へ
た
ら
大
間

違
ひ
で
、
君
子
の
正
体
は
王
と
百
姓
の
間
に
介
在
し
、
王
に
対
し
て
は

狐
媚
の
人
で
あ
り
、
百
姓
に
対
し
て
は
血
な
く
涙
な
き
貪
慾
無
比
の
搾

取
者
で
あ
つ
た
の
だ
。
百
姓
を
泥
の
中
に
鞭
ち
つ
ゝ
、
彼
等
の
労
力
に

よ
る
収
穫
を
そ
の
ま
ゝ
没
収
し
た
階
級
だ
。
さ
な
が
ら
虹
の
五
彩
に
い

ろ
ど
ら
れ
た
か
の
如
く
見
ゆ
る
中
国
の
学
問
に
は
、
斯
う
し
た
君
子
が

閑
に
居
し
て
ひ
ね
り
出
し
た
邪
智
の
黴
が
生
え
て
ゐ
る
。

（
九
六
―
九
七
頁
）

　「
中
国
古
来
の
重
農
思
想
」
は
農
業
や
農
民
を
重
ん
じ
る
も
の
で
は
け
し

て
な
く
、農
民
を
搾
取
す
る
た
め
の
思
想
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
君
子
」、
す
な
わ
ち
儒
者
は
「
王
と
百
姓
の
間
に
介
在
」
す
る
、「
貪
慾
無

比
の
搾
取
者
」
と
い
う
。「
王
」「
天
子
」
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以

上
に
「
学
問
」
を
用
い
て
う
ま
く
立
ち
回
り
、
農
民
搾
取
を
推
し
進
め
た
者

と
し
て
の
「
君
子
」
に
対
し
、
よ
り
厳
し
い
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。

　
続
け
て
村
上
は
、
天
壇
は
「
百
姓
に
替
つ
て
天
に
祈
る   

 

即
ち
敬
神
行

為
の
聖
処
」
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
「
統
治
階
級
」
が
農
民
の
迷

信
を
利
用
し
て
い
た
だ
け
だ
と
い
い
、「
天
壇
の
『
聖ミ

ス

劇テ
リ

』
に
千
金
万
金
を

擲
つ
こ
と
は
惜
し
ま
ぬ
癖
に
農
民
に
は
何
も
与
へ
な
か
つ
た
」
と
述
べ
た
上

で
、
以
下
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

要
す
る
に
今
日
ま
で
の
、
四
五
千
年
に
亙
る
支
那
の
一
切
は
、
君
子
に

よ
つ
て
捏
造
さ
れ
た
誤
魔
化
し
で
あ
り
、
そ
の
誤
魔
化
し
の
破
綻
が
今

日
の
中
国
の
紊
乱
な
の
だ
。
そ
の
意
味
に
於
て
、
私
は
今
日
の
中
国
の

紊
乱
を
、
中
国
の
た
め
の
一
大
幸
福
で
あ
る
と
見
做
す
の
で
あ
る
。

　
新
し
き
力
と
秩
序
と
は
軈
て
生
れ
る
で
あ
ら
う
！

　
泥
の
家
に
棲
む
大
民
衆
よ
！
　
汝
等
が
起
つ
て
吼
ゆ
る
こ
と
を
始
め
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た
時
、
汝
等
の
声
は
世
界
を
震
撼
せ
し
む
る
で
あ
ら
う
。
今
日
ま
で
の

汝
等
に
は
、
余
り
に
も
声
が
な
か
つ
た
。 

（
九
八
―
九
九
頁
）

　
古
代
か
ら
清
朝
ま
で
と
い
う
過
去
に
つ
い
て
書
い
て
き
た
筆
が
、
こ
こ
で

は
現
代
の
中
国
に
及
ん
で
い
る
。
村
上
は
「
今
日
の
中
国
の
紊
乱
」
を
「
新

し
き
力
と
秩
序
」
を
生
む
た
め
の
好
機
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
前
に
、
村

上
が
東
洋
と
西
洋
を
ど
の
よ
う
に
み
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

二
　
東
洋
と
西
洋

　「
第
四
章
　
祭
祀
の
遺
址
」
の
な
か
で
、
天
壇
の
「
祈
年
殿
」
に
つ
い
て
、

以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
斯
う
し
て
直
面
し
て
み
る
と
、〔
中
略
〕
円
堂
の
グ
ロ
テ
ス
ク
味
が
、

一
層
切
実
に
感
知
さ
れ
る
。
藍
と
い
は
う
か
、
紺
と
い
は
う
か
、
紫
と

い
は
う
か
、
極
端
な
る
華
麗
さ
の
な
か
に
一
種
の
深
い
暗
翳
を
た
ゝ
へ

た
琉
璃
の
瓦
の
、
蒼
穹
を
背
景
と
し
て
惜
み
な
く
放
つ
燦
光
の
美
し

さ
！
　
円
錐
形
に
細
り
行
く
三
層
の
屋
根
の
、
蓋
然
性
と
い
つ
た
や
う

な
も
の
を
無
視
し
た
、
箆
棒
な
構
成
。
そ
れ
等
は
西
洋
の
建
築
美
学
な

ど
と
は
お
よ
そ
縁
の
遠
い
も
の
で
あ
る
。
太
陽
に
焙
ら
る
ゝ
平
蕪
の
な

か
に
、
円
頂
の
天
幕
を
張
つ
て
生
き
た
祖
先
の
野
性
的
な
記
憶
を
遺
伝

の
な
か
に
持
ち
、
ラ
マ
塔
の
や
う
な
奇
態
な
建
築
構
成
に
美
を
感
触
し

得
る
東
洋
人
の
み
が
、
は
じ
め
て
創
造
し
得
る
様
式
で
あ
る
。

 

（
八
七
―
八
八
頁
）

　
一
章
で
み
た
よ
う
に
、
村
上
は
中
国
の
史
跡
（
の
一
部
）
を
「
中
国
古
代

の
学
問
的
遺
物
」
と
し
て
批
判
的
に
論
じ
て
い
る
。
他
方
で
、
そ
の
な
か
の

い
く
つ
か
に
対
し
て
は
、そ
の
美
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は「
祈

年
殿
」
に
対
し
賛
美
し
て
い
る
の
だ
が
、「
西
洋
の
建
築
美
学
な
ど
と
は
お

よ
そ
縁
の
遠
い
も
の
」
で
あ
り
、「
東
洋
人
の
み
が
、
は
じ
め
て
創
造
し
得

る
様
式
」と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
建
築
で
あ
る
が
、

東
洋
と
西
洋
の
文
化
を
、
ま
っ
た
く
別
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。「
美
を
感
触
」
す
る
精
神
に
お
い
て
、
西
洋
と
東
洋
と
を
異
な
る
も

の
と
し
て
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
村
上
は
、
こ
の
「
祈
年
殿
」
の
円
頂
に
つ
い
て
、「
天
に
象
つ
た

な
ど
と
い
ふ
の
は
、
一
切
を
天
に
か
こ
つ
け

0

0

0

0

て
ゐ
た
中
国
の
統
治
階
級
の
誤

託
に
過
ぎ
な
い
」（
八
九
頁
）
と
述
べ
て
お
り
、「
南
方
支
那
や
熱
帯
東
洋
」

の
建
築
と
の
共
通
性
を
見
出
し
て
い
る
。

　
以
上
は
建
築
や
文
化
に
つ
い
て
の
見
解
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
村
上
は
本
書
の
な
か
で
、
西
洋
に
対
す
る
批
判
を
繰

り
返
し
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
西
洋
の
中
国
に
対
し
て
行
っ
た
侵
略
行
為
に

対
し
て
で
あ
り
、
例
え
ば
、
義
和
団
事
件
で
八
国
聯
合
軍
が
北
京
に
侵
入
し

た
際
、
中
国
の
宝
物
を
持
ち
去
っ
た
こ
と
を
、「
世
界
第
一
の
文
明
国
た
る

仏
蘭
西
と
独
逸
の
文
明
な
る
軍
人
が
、
文
明
的
な
強
盗
を
行
ひ
、
文
明
的
に

両
国
で
分
配
し
、
文
明
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
祖
国
に
持
帰
つ
た
」（「
第
七
章
　

名
所
と
こ
ろ
〴
〵
」、
一
八
七
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
ま
た
、「
第
七
章
　
名
所
と
こ
ろ
〴
〵
」
の
「
十
二
、
交
民
巷
」
で
は
、

現
在
進
行
形
の
問
題
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
書
く
。
ま
ず
、「
交
民
巷
」
は

五
月
に
は
槐
樹
、
七
、
八
月
に
は
合
歓
の
花
が
咲
く
美
し
い
場
所
で
あ
る
が
、
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「
公
使
館
区
域
」
で
あ
り
、「
公
使
団
が
行
政
警
察
権
を
有
す
る
治
外
法
権
地
」

で
あ
り
、「
各
国
の
駐
屯
軍
だ
の
、
銀
行
、
会
社
、
大
商
店
な
ど
も
軒
を
連

ね
て
ゐ
る
」（
一
九
九
頁
）。
そ
し
て
、
遊
歩
道
で
中
国
人
の
保
母
に
守
ら
れ

な
が
ら
遊
ぶ
子
供
や
、
練
兵
場
等
で
馬
を
駆
る
お
転
婆
な
少
女
の
姿
を
活
写

し
た
あ
と
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
さ
う
し
た
彼
女
等
の
ス
ポ
ー
ツ
の
背
景
は
、
連
綿
と
し
て
つ
ら
な
る

交
民
巷
の
外
壁
だ
。
い
か
め
し
い

0

0

0

0

0

銃
眼
が
刻
ま
れ
て
ゐ
て
、
壁
と
い
ふ

よ
り
も
、む
し
ろ
堡
塁
だ
！
　
そ
れ
が
東
洋
の
憂

メ
ラ
ン

欝コ
リ
ーを

象
徴
し
て
ゐ
る
。

（
二
〇
一
頁
）

　「
ブ
ロ
ン
ド
の
髪
」
を
な
び
か
せ
な
が
ら
活
き
活
き
と
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る

西
洋
の
少
女
た
ち
で
あ
る
が
、そ
う
し
た
生
活
は
治
外
法
権
に
よ
り
守
ら
れ
、

保
障
さ
れ
て
い
る
。
交
民
巷
は
西
洋
に
よ
る
中
国
侵
略
の
象
徴
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
義
和
団
事
件
と
異
な
り
、
現
在
の
問
題
で
あ
る
た
め
、
比
較
的
婉
曲

的
な
表
現
を
用
い
て
い
る
が
、
西
洋
の
中
国
に
対
す
る
搾
取
を
描
き
、
そ
の

植
民
地
主
義
を
批
判
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
さ
て
、こ
こ
で
「
東
洋
の
憂
欝
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
た
い
。
な
ぜ
「
中

国
の
憂
欝
」
で
は
な
く
「
東
洋
の
憂
欝
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
村
上
は
、
他

の
多
く
の
日
本
人
同
様
、
当
時
流
通
し
て
い
た
ア
ジ
ア
の
連
帯
を
信
じ
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
東
洋
の
盟
主
で
あ
る
日
本
が
西
洋
か
ら
中
国
を
解
放
す
べ

き
と
い
う
考
え
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
、
日
本
に
対
す
る
記

述
を
取
り
上
げ
考
察
し
た
い
。

三
　
日
本
の
帝
国
主
義
と
「
ソ
ヴ
エ
ー
ト
・
ロ
シ
ア
」

　
一
章
で
は
、
中
国
の
権
力
者
に
よ
る
搾
取
に
対
す
る
批
判
、
二
章
で
は
、

西
洋
の
植
民
地
主
義
批
判
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
本
章
で
は
、
日
本
に
対
す

る
言
説
を
検
討
す
る
が
、
当
然
検
閲
の
問
題
も
あ
り
、
中
国
や
西
洋
に
比
べ

控
え
め
な
表
現
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
い
た
る
と
こ
ろ
に

日
本
の
軍
国
主
義
や
中
国
侵
略
に
対
す
る
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
を
見
て
取
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
例
え
ば
、「
第
八
章
　
北
京
歳
時
記
」
で
、
端
陽
節
に
つ
い
て
、「
日
本
で

い
ふ
端
午
の
節
句
で
あ
る
。金
太
郎
だ
の
兜
だ
の
が
飛
び
だ
す
と
こ
ろ
だ
が
、

北
平
の
は
さ
ほ
ど
帝
国
主
義
的
で
な
い
」（
二
二
四
―
二
二
五
頁
）
と
述
べ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
直
接
批
判
す
る
の
で
は
な
く
、
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用

い
て
書
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
以
下
は
も
う
少
し
踏
み
込
ん
だ
表
現
を
と
っ

て
い
る
。「
第
七
章
　
名
所
と
こ
ろ
〴
〵
」
の
「
一
、
雍
和
宮
」
の
な
か
で
、

中
国
の
「
王
道
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

今
迄
の
中
国
の
『
王
道
』
に
は
所
謂
愚
民
政
策
の
色
彩
が
強
か
つ
た
。

そ
の
一
面
、
驚
く
べ
き
放
任
主
義
で
ゝ
も
あ
つ
た
。
辺
疆
に
在
る
外
族

に
対
し
て
は
、
そ
の
中
の
王
と
称
し
、
帝
と
称
す
る
も
の
を
篭
絡
し
、

彼
等
が
そ
の
篭
絡
に
甘
ん
じ
て
、
中
国
の
王
者
を
太
上
皇
帝
と
敬
ひ
、

朝
貢
を
さ
へ
怠
ら
な
か
つ
た
な
ら
、
そ
れ
で
事
済
み
で
あ
つ
た
。
血
眼

に
な
つ
て
利
権
を
貪
つ
た
り
、
ガ
ン
〳
〵
喊
き
立
て
ゝ
武
装
移
民
を
送

つ
た
り
し
な
か
つ
た
。
恐
ら
く
そ
れ
は
中
国
式
に
考
へ
た
『
王
道
』
の

顕
著
な
現
は
れ
で
あ
つ
た
ら
う
。 

（
一
七
四
頁
）
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　「
中
国
の
王
道
」
に
は
「
驚
く
べ
き
放
任
主
義
」
と
い
う
一
面
が
あ
り
、「
朝

貢
を
さ
へ
怠
ら
な
か
つ
た
な
ら
、
そ
れ
で
事
済
み
」
と
い
う
お
お
ら
か
さ
が

あ
っ
た
と
村
上
は
い
う
。
そ
れ
に
対
し
、
日
本
が
「
血
眼
に
な
つ
て
利
権
を

貪
つ
た
り
、
ガ
ン
〳
〵
喊
き
立
て
ゝ
武
装
移
民
を
送
つ
た
り
」
し
て
い
る
こ

と
を
批
判
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
日
本
」
と
い
う
言

葉
は
避
け
、
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
て
い
る
も
の
の
、
日
本
の
中
国
侵
略
に
対

す
る
強
い
非
難
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
以
下
の
引
用
で
は
、
日
本
と
中
国
に
「
ソ
ヴ
エ
ー
ト
・
ロ
シ
ア
」

を
加
え
た
三
つ
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　
中
国
で
は
昔
か
ら
『
対
』
と
い
ふ
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
ゐ
る
。
分
り

易
く
言
へ
ば
対
照
の
調
和
で
あ
る
。
建
築
に
左シ

ム

右メ

均ト

斉リ
ー

あ
り
、
詩
に
対

聯
あ
り
、
文
に
対
句
あ
り
、
自
然
主
義
的
、
又
は
印
象
派
的
な
無
作
法

を
許
さ
な
い
。此
れ
は
封
建
制
度
の
社
会
が
然
ら
し
め
た
も
の
で
あ
り
、

謂
は
ゞ
『
封
建
的
統
一
』
で
あ
る
。
…
…
仮
に
此
れ
に
対
比
せ
ら
る
べ

き
も
の
を
求
む
れ
ば
、
ソ
ヴ
エ
ー
ト
・
ロ
シ
ア
で
現
に
試
み
ら
れ
つ
ゝ

あ
る
『
社
会
主
義
的
統
一
』
で
あ
つ
て
、
此
の
二
つ
の
統
一
の
圏
外
に

遣
瀬
な
く
も
彷
徨
し
つ
ゝ
あ
る
の
が
、
日
本
の
銀
座
や
、
道
頓
堀
に
見

ら
る
ゝ
馬
鹿
々
々
し
く
出
鱈
目
な
カ
フ
エ
ー
建
築
に
窺
は
る
ゝ
と
こ
ろ

の
資
本
主
義
末
期
的
な
無
政
府
状
態
で
あ
ら
う
。

（「
第
二
章
　
白
塔
に
の
ぼ
り
て
」、
二
九
頁
）

　
ま
ず
、村
上
は
中
国
の
「
対
」
の
重
視
を
「
封
建
制
度
」
の
結
果
で
あ
り
、

「
封
建
的
統
一
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
一
章
で
見
た
よ
う
に
、
村
上
は

農
民
を
搾
取
す
る
も
の
と
し
て
封
建
制
を
批
判
し
て
い
る
の
だ
が
、
他
方
で

秦
の
始
皇
帝
に
よ
る
封
建
制
を
評
価
し
て
い
る
面
も
あ
る
。「
第
六
章
　
生

き
た
る
歴
史
」
の
な
か
で
、
万
里
の
長
城
に
つ
い
て
説
明
し
な
が
ら
、
秦
の

始
皇
帝
は
「
暴
君
」
で
あ
る
一
方
「
驚
く
べ
き
英
才
で
あ
り
、
進
歩
思
想
の

権
化
」（
一
五
三
頁
）
で
あ
っ
た
と
述
べ
、「
当
時
と
し
て
は
破
天
荒
の
進
歩

思
想
た
る
封
建
へ
の
飛
躍
」（
一
五
四
頁
）
は
、
学
者
た
ち
に
は
理
解
さ
れ

な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
右
の
引
用
で
は
、
建
築
、
文
、
詩
が
例
と
し
て

挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
否
定
的
な
意
味
合
い
で
「
封
建
的
統
一
」

を
使
用
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
対
比
さ
れ
る
「
ソ
ヴ
エ
ー
ト
・
ロ
シ
ア
」
の
「
社
会
主
義
的
統

一
」
も
、
肯
定
的
に
書
か
れ
て
い
る
。
村
上
は
本
書
の
な
か
で
ソ
ビ
エ
ト
を

高
く
評
価
し
て
お
り
、
例
え
ば
「
ソ〔

ビマ

エマ

ツ〕

ト
・
ロ
シ
ア
の
ド
ニ
エ
ス
ト
プ

ロ
の
大
発
電
所
」
に
対
し
、「
国
家
的
事
業
と
し
て
、
ロ
シ
ア
を
活
か
す
た

め
に
経
営
さ
れ
た
」（
一
一
七
頁
）
と
賛
美
し
て
い
る
。
ま
た
、「
ソ
ビ
エ
ツ

ト
・
ロ
シ
ア
」
の
映
画
、「T

h
e la

n
d
 o
f th

irsty

」８
を
取
り
上
げ
、
砂
漠

地
方
で
一
人
の
地
主
が
水
を
独
り
占
め
し
て
い
た
が
、
農
民
た
ち
が
闘
争
の

結
果
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
あ
ら
す
じ
を
紹
介
し
た
上
で
、

「
此
の
ロ
シ
ア
映
画
の
深
い
意
義
に
心
を
打
た
る
ゝ
で
あ
ら
う
」（
九
一
頁
）

と
結
ん
で
い
る
。

　
前
者
は
「
中
国
を
活
か
す
た
め
に
営
ま
れ
ず
し
て
、
実
に
王
者
一
個
人
の

単
な
る
娯
楽
の
た
め
に
営
ま
れ
た
」（
一
一
七
頁
）
昆
明
湖
と
の
対
比
、
後

者
は
祈
年
殿
井
や
玉
泉
山
の
水
等
、
北
京
の
「
水
ら
し
い
水
が
悉
く
封
建
王

家
に
占
拠
さ
れ
て
ゐ
た
」（
九
一
頁
）
こ
と
と
の
比
較
の
な
か
で
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
過
去
の
中
国
の
権
力
者
に
よ
る
民
衆
搾
取
に
対
し
、
ソ
ビ
エ
ト
の

国
家
事
業
や
民
衆
の
闘
争
が
賛
美
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
村
上
は
、高
く
評
価
す
る
ソ
ビ
エ
ト
の
「
社
会
主
義
的
統
一
」
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と
、
中
国
の
「
封
建
的
統
一
」
と
に
親
和
性
を
見
出
す
一
方
、
日
本
は
「
此

の
二
つ
の
統
一
の
圏
外
に
遣
瀬
な
く
も
彷
徨
し
つ
ゝ
あ
る
」
と
述
べ
る
。
こ

こ
か
ら
、
村
上
が
、
中
国
は
日
本
を
盟
主
と
し
て
仰
ぐ
よ
り
も
、
ソ
ビ
エ
ト

を
参
考
に
し
て
「
国
家
的
事
業
」
を
進
め
た
方
が
よ
い
と
考
え
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
た
「
汎
回
教
運
動
と
中
国
の
回
族
」
の
な
か
で
、

村
上
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

回
族
も
、
中
国
も
、
ソ〔

ヴマ

エマ

ト〕

・
ロ
シ
ア
も
、
弱
小
民
族
解
放
の
渇
望

に
於
て
は
、
同
じ
線
上
に
佇
立
し
て
ゐ
る
。
回
族
が
日
本
を
東
亜
の
盟

主
に
奉
ぜ
ん
と
し
た
の
は
、
昔
の
夢
で
、
ソ
ヴ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
こ
そ
今

日
の
彼
等
に
と
り
、
大
な
る
魅
力
で
は
あ
る
ま
い
か
？
９

　
引
用
文
の
う
ち
傍
線
部
は
、
村
上
の
二
冊
目
の
著
書
『
九
・
一
八
前
後
』

に
収
録
さ
れ
る
際
、
検
閲
に
よ
り
伏
字
と
な
っ
た
⓾

。
こ
こ
で
は
回
族
に
つ

い
て
、「
日
本
を
東
亜
の
盟
主
に
奉
ぜ
ん
と
し
た
の
は
、
昔
の
夢
」
と
述
べ

て
い
る
が
、
中
国
に
も
同
様
の
見
解
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
村
上

は
日
本
が
盟
主
と
な
る
ア
ジ
ア
連
帯
主
義
を
信
じ
ず
、「
東
亜
の
盟
主
」
た

る
日
本
が
中
国
を
含
め
た
ア
ジ
ア
を
領
導
し
、
西
洋
か
ら
解
放
す
べ
き
だ
と

は
考
え
な
か
っ
た
。

　
二
章
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
村
上
は
美
に
対
す
る
感
性
と
い
う
点
に
、
日

本
人
と
中
国
人
を
含
む
東
洋
人
と
し
て
の
共
通
性
を
み
て
い
た
。
ま
た
、
西

洋
の
中
国
侵
略
に
対
し
、「
東
洋
の
憂
欝
」
を
み
た
。
だ
が
、「
今
日
の
中
国
」

が
「
紊
乱
」
か
ら
脱
し
新
し
い
段
階
に
飛
躍
す
る
た
め
に
は
、
ア
ジ
ア
の
連

帯
の
名
の
も
と
日
本
に
指
導
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
別
の
ル
ー
ト
が
あ
る
と

考
え
て
い
た
。
そ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
考
え
る
、
資
本
主
義
を
経
由

し
て
社
会
主
義
へ
と
い
う
一
本
の
ル
ー
ト
と
も
別
の
道
筋
で
あ
る
。
中
国
の

近
代
化
に
は
西
洋
と
は
異
な
る
独
自
の
道
が
あ
る
、
と
村
上
は
考
え
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
泥
の
家
に
棲
む
大
民
衆
よ
！
　
汝
等
が
起
つ
て

吼
ゆ
る
こ
と
を
始
め
た
時
、汝
等
の
声
は
世
界
を
震
撼
せ
し
む
る
で
あ
ら
う
」

と
い
う
表
現
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
地
点
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
こ
の
段
階
で
は
ソ
ビ
エ
ト
的
な
方
向
性

が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

　
以
上
、村
上
の
初
の
著
書
で
あ
る
『
北
平
　
名
勝
と
風
俗
』
を
み
な
が
ら
、

そ
こ
に
表
れ
る
村
上
の
中
国
観
と
、
中
国
を
め
ぐ
る
諸
国
へ
の
認
識
を
考
察

し
て
き
た
。
本
書
は
北
京
案
内
記
と
い
う
体
裁
を
と
り
つ
つ
も
、
通
常
の
案

内
記
を
越
え
、
村
上
の
思
想
を
強
く
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
日
本
に
対
す
る
批
判
は
、
中
国
の
封
建
制
度
や
西
洋
に
対
す
る
批
判
に
比

べ
、
直
接
的
で
は
な
く
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
た
め
、
現
代

の
読
者
か
ら
す
れ
ば
、
弱
い
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
当

時
の
読
者
に
は
、
中
国
や
西
洋
に
対
す
る
そ
れ
よ
り
強
い
も
の
と
し
て
受
け

取
ら
れ
た
形
跡
が
あ
る
。
例
え
ば
、
注
２
で
あ
げ
た
『
国
際
評
論
』
の
書
評

に
は
「
こ
の
著
者
の
支
那
人
を
愛
し
て
ゐ
る
こ
と
の
深
さ
も
い
た
る
と
こ
ろ

に
出
て
く
る
日
本
人
嫌
ひ
、
日
本
ぎ
ら
ひ
の
言
葉
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
」
と

あ
る
。
ま
た
、尾
崎
秀
実
は
書
評
「『
九
・
一
八
前
後
』
の
北
平
」
の
な
か
で
、

以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
著
者
の
支
那
及
び
支
那
人
に
対
す
る
好
感

と
同
情
と
は
日
本
嫌
い
の
故
の
反
動
で
は
な
い
の
か
と
、
か
つ
て
北
京
案
内
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記
を
読
ん
だ
時
に
は
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
日
本
人
嫌
い
は

露
骨
に
現
わ
さ
れ
て
は
居
な
い
た
め
に
、
か
え
っ
て
『
支
那
好
き
』
の
感
情

が
一
層
深
め
ら
れ
た
感
じ
が
す
る
。」⓫
。
こ
こ
で
尾
崎
が
い
う
「
北
京
案
内

記
」
は
『
北
平
』
を
指
し
て
お
り
、「
日
本
人
嫌
い
」
が
「
露
骨
に
現
わ
さ

れ
て
」
い
る
と
受
け
と
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
帝
国
主
義
を
批
判
し
た
本
書
で
あ
る
が
、
当
時
の

北
京
在
住
日
本
人
に
肯
定
的
に
受
け
と
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
金
子
二
郎

は
書
評
「
北
京
の
歴
史
」
の
な
か
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
村
上

君
の
北
京
随
筆
は
既
に
定
評
が
あ
る
。
好
著「
北
平
」（
当
時
は
北
平
だ
つ
た
）

は
確
か
同
君
の
処
女
出
版
で
あ
つ
た
と
思
ふ
が
、
正
に
「
北
平
の
紙
価
を
高

か
〔
マ
マ
〕か

ら
し
め
た
」
も
の
。
北
京
見
物
の
案
内
書
と
し
て
作
ら
れ
た
筈
の
も
の

の
く
せ
に
、
案
内
書
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
老
北
京
連
が
我
意
を
得
た
と
し

て
喜
ん
だ
こ
と
を
覚
え
て
ゐ
る
。」⓬

　
こ
う
し
て
『
北
平
』
は
、は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
第
四
版
ま
で
出
さ
れ
、

読
ま
れ
続
け
た
。
一
九
四
〇
年
以
降
は
、
本
書
の
内
容
か
ら
み
て
刊
行
は
難

し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
や
が
て
村
上
は
、
日
本
国
内
で
の

中
国
へ
の
関
心
の
高
ま
り
も
あ
り
、
北
京
通
、
中
国
通
と
し
て
名
を
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

　
本
稿
で
考
察
し
た
初
期
村
上
の
思
想
が
、
今
後
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い

く
の
か
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
ま
た
、
本
稿
で
は
村
上
の
中

国
の
民
衆
観
に
つ
い
て
は
十
分
な
検
討
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て

も
課
題
と
し
て
擱
筆
し
た
い
。

　
本
研
究
は
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
日
中
戦
争
期
華
北
の

未
公
開
資
料
の
調
査
・
公
開
と
総
合
的
研
究
」（
課
題
番
号21K

00315

）（
代

表
者
・
戸
塚
麻
子
）
及
び
「
中
国
国
家
図
書
館
所
蔵
の
主
要
日
本
語
雑
誌
（
戦

前
期
）
の
総
目
次
作
成
」（
課
題
番
号
　20K

00357

）（
代
表
者
・
竹
松
良
明
）

の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

１ 

村
上
が
北
京
に
来
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
村
上
自
身
の
記
述
に
揺
れ
が

あ
る
た
め
、
現
段
階
の
調
査
で
は
特
定
で
き
て
い
な
い
。
村
上
の
著
書
『
支

那
及
び
支
那
人
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
三
八
年
六
月
）
の
序
に
、「
私
は

中
国
に
来
て
か
ら
も
う
八
年
に
な
る
」
と
、「
昭
和
十
三
年
四
月
二
十
二
日
」

付
け
で
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
に
従
え
ば
一
九
三
〇
年
で
あ
る
。
一
方
、『
北

京
十
年
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
四
二
年
三
月
）
の
序
（
一
頁
）
に
「
私
は

今
年
で
北
京
に
住
ん
で
十
三
年
に
な
る
」
と
「
昭
和
十
五
年
十
一
月
七
日
」

付
け
で
記
し
て
お
り
、
こ
れ
に
拠
れ
ば
一
九
二
七
年
と
な
る
。

　『
日
本
近
代
文
学
大
事
典 

増
補
改
訂
デ
ジ
タ
ル
版
』
講
談
社
、
二
〇
二

二
年
）
の
「
村
上
知
行
」
の
項
目
（
村
松
暎
執
筆
）
に
は
、「
満
州
事
変
の
二
、

三
年
前
に
上
海
に
渡
航
。
一
度
九
州
に
帰
り
、
ふ
た
た
び
中
国
に
渡
っ
て

昭
和
二
一
年
ま
で
北
京
に
居
を
定
め
た
」
と
あ
り
、
北
京
入
り
の
年
を
記

し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
戦
後
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
北
京
生
活
二
十
年
　
中

国
に
渡
っ
た
放
浪
の
青
春
」『
中
国
』（
中
国
の
会
、
第
八
一
号
、
一
九
七

〇
年
八
月
、
三
六
―
六
〇
頁
）
に
附
さ
れ
た
「
村
上
知
行
略
歴
」（
三
七
頁
）

の
記
述
、「
満
州
事
変
の
二
、
三
年
前
に
上
海
に
渡
航
、
一
度
九
州
に
帰
り
、
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朝
鮮
、満
州
を
経
て
北
京
に
い
た
る
。
一
九
四
六
ま
で
北
京
に
居
を
定
め
る
」

に
拠
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
奈
良
和
夫
は
、
書
簡
を
含
め
、
多
く
資
料
を
用
い
て
村
上
の
経

歴
の
一
部
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、「
い
つ
、
北
京
の
地
に
居
を
定
め
た

か
も
は
っ
き
り
し
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（「
村
上
知
行
覚
え
書
（
一
）」（『
日

中
芸
術
研
究
』
第
三
六
号
、
一
九
九
八
年
八
月
、
一
五
頁
）。
そ
の
他
に
も

村
上
の
経
歴
に
は
不
明
の
点
が
多
く
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

２ 

『
国
際
評
論
』（
第
三
巻
第
一
一
号
、
一
九
三
四
年
一
一
月
）
に
掲
載
さ

れ
た
無
署
名
の
書
評
「
北
平
の
随
筆
的
案
内
記
　
村
上
知
行
著
『
北
平
』（
名

勝
と
風
俗
）」
で
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
単
な
る
案
内
記

と
し
て
な
ら
嘗
て
鉄
道
省
か
ら
発
行
さ
れ
た
英
文
の
『
支
那
案
内
』
な
ど

の
方
が
手
際
も
よ
し
便
利
で
も
あ
ら
う
。
だ
が
随
筆
と
し
て
は
優
れ
た
も

の
で
あ
り
、
読
ん
で
非
常
に
面
白
く
も
あ
る
。」（
二
三
八
頁
）

３ 

奈
良
和
夫
は
「
村
上
知
行
覚
え
書
（
二
）」（『
日
中
芸
術
研
究
』
第
三
七

号
、
二
〇
〇
二
年
四
月
、
三
頁
）
で
「
は
じ
め
て
の
著
作
『
北
平
』
は
、

そ
の
後
の
著
作
の
原
点
で
あ
ろ
う
。」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
理

由
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

４ 

先
行
す
る
日
本
語
の
北
京
案
内
記
と
し
て
は
大
正
期
に
脇
川
寿
泉
編
『
北

京
名
所
案
内
　
附
天
津
概
観
』
寿
泉
堂
、
一
九
一
六
年
五
月
）、
丸
山
昏
迷

『
北
京
』（
丸
山
幸
一
郎
、
一
九
二
一
年
三
月
）、
等
が
あ
る
。
と
も
に
ゆ
ま

に
書
房
よ
り
「
近
代
中
国
都
市
案
内
集
成
」
と
し
て
復
刻
さ
れ
て
い
る
。

後
者
は
六
六
六
頁
で
持
ち
運
び
に
は
適
し
て
い
な
い
。
森
田
憲
司
は
、
丸

山
の
『
北
京
』
を
、同
じ
く
大
正
期
に
出
さ
れ
た
三
巻
本
の
中
野
江
漢
著
『
北

京
繁
盛
記
』
と
併
せ
、「
北
京
に
「
暮
ら
す
」
た
め
の
案
内
書
」
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
（「
丸
山
昏
迷
『
北
京
』
と
中
野
江
漢
『
北
京
繁
盛
記
』、『
北

京
を
知
る
た
め
の
52
章
』
明
石
書
店
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
、
二
五
頁
。『
北

京
繁
盛
記
』
は
未
見
。

５ 

外
務
省
東
亜
局
『
満
洲
及
中
華
民
国
在
留
邦
人
及
外
国
人
人
口
統
計
表

昭
和
九
年
十
二
月
末
現
在
』（『
復
刻
版
戦
前
期
中
国
在
留
邦
人
日
本
人
統

計
』
第
六
巻
、
不
二
出
版
、
二
〇
〇
四
年
一
一
月
）
参
照
。
な
お
、
こ
こ

で
い
う
日
本
人
は
、
同
統
計
の
「
本
邦
人
」
の
う
ち
の
「
内
地
人
」
の
数

で
あ
り
、「
朝
鮮
人
」「
台
湾
人
」
は
入
っ
て
い
な
い
。
ち
な
み
に
、
中
国

人
の
数
は
北
京
が
一
、
五
六
八
、
九
五
一
人
、
天
津
が
一
、
二
二
六
、
七

二
五
人
で
あ
る
。

６ 

ゆ
ま
に
書
房
版
の
復
刻
『
北
京
　
名
勝
と
風
俗
』（
近
代
中
国
都
市
案
内

集
成
　
第
16
巻
、
二
〇
一
二
年
六
月
）
は
、
第
四
版
を
用
い
て
い
る
。

７ 

筆
者
が
確
認
し
た
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
所
蔵
の
初
版
に
は
地
図
は
附
い

て
お
ら
ず
、
ま
た
破
り
と
ら
れ
た
形
跡
も
な
い
こ
と
か
ら
、
再
版
時
に
追

加
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

８ Y
u
li R

a
izm

a
n
 

に
よ
る“

T
h
e ea

rth
 is th

irsty
”

（1930

）
か
。

９ 

『
国
際
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
通
信
』
第
六
五
四
冊
、
一
九
三
四
年
九
月
、
四
三

頁
。

⓾ 

福
田
書
房
、
一
九
三
五
年
五
月
、
二
四
九
頁
。

⓫ 

『
社
会
及
国
家
』
一
九
三
五
年
六
月
に
、
白
川
の
筆
名
で
掲
載
さ
れ
た
。

引
用
は
『
尾
崎
秀
実
著
作
集
』
第
五
巻
、
一
九
七
九
年
七
月
、
一
〇
四
頁
。

⓬ 

『
支
那
及
支
那
語
』
第
三
巻
第
八
号
、
一
九
四
一
年
九
月
、
三
四
頁
。


